
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 
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○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
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す
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三 

　訓

　令 

○
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令               

四 

○
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県
事
務
決
裁
規
程
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一
部
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改
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す
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訓
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五 

○
標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正 

　す
る
訓
令                                                                   
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規

　
　則 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

福
島
県
規
則
第
三
十
二
号 

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

三
条
第
一
項
第
二
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中
「

、

(52)

(54)

(43)

(51)

(45)

(53)

(42)

(48)

、

及
び

」
を
「

、

、

及
び

」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

(49)

(51)

(52)

(50)

(51)

(53)

(54)

(42)

(44)

(35)

(41)

(37)

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

(43)

(34)

(35)

　第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

(36)
第
三
条
第
一
項
第
二
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の

(33)

(34)

(28)

(32)

(29)

(33)

(27)

よ
う
に
加
え
る
。 

　第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

(28)

第
三
条
第
一
項
第
五
号
⑶
中
「

、
⑺
、
⑻
、
⒃
か
ら
⒆
ま
で
、

、

、

、

、

、

、

、

⑸

(24)

(30)

(31)

(33)

(35)

(37)

(38)

、

、

及
び

」
を
「
⑹
、
⑻
、
⑼
、
⒅
か
ら

ま
で
、

、

、

、

、

、

、

、

、

(43)

(47)

(52)

(53)

(21)

(23)

(27)

(34)

(35)

(37)

(39)

(43)

(44)

、

、

及
び

」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

(49)

(52)

(54)

(59)

(52)

(59)

(46)

(51)

(53)

(58)

(45)

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

(51)

　第
三
十
九
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

(52)
第
三
条
第
一
項
第
五
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、

(44)

(50)

(36)

(43)

(42)

(49)

(35)

(39)

そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

　第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
（
同
条
第
一
項
第
二
号
に
係
る
者
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
届

(40)
出
の
受
理 

　第
二
十
七
条
の
四
第
二
項
で
準
用
す
る
第
二
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受

(41)
理 

第
三
条
第
一
項
第
五
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、

(34)

(38)

(26)

(33)

(30)

(37)

(25)

(28)

そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

　第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

(29)
第
三
条
第
一
項
第
五
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
⒇
を

と
し
、

(24)

(27)

(21)

(23)

(24)

(26)

(22)

そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

　第
二
十
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

(23)
第
三
条
第
一
項
第
五
号
中
⒆
を

と
し
、
⒀
か
ら
⒅
ま
で
を
⒂
か
ら
⒇
ま
で
と
し
、
⑿
を
⒀
と
し
、

(21)

そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⒁

　第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

第
三
条
第
一
項
第
五
号
中
⑾
を
⑿
と
し
、
⑸
か
ら
⑽
ま
で
を
⑹
か
ら
⑾
ま
で
と
し
、
⑷
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

⑸

　第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

第
三
条
第
一
項
第
七
号
⑶
中
「
第
七
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
十
七
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項

第
八
号
⑶
中
「
第
七
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
七
十
九
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
⑴
中
「
第

三
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
⒁
を
⒂
と
し
、
⑸
か
ら

⒀
ま
で
を
⑹
か
ら
⒁
ま
で
と
し
、
⑷
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑸

　第
十
九
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
不
許
可
の
通
知 

第
三
条
第
一
項
第
十
八
号

中
「
第
八
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項

(45)

第
十
九
号
⑵
中
「
第
八
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
十
四
号
⑴

中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
条
第
二
号
」
を
「
第

六
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
八
号
⑶
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑷

　第
六
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
及
び
営
業
の
停
止 

第
七
条
第
九
号
中
⑺
を
⑽
と
し
、
⑹
を
⑺
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑻

　第
八
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
及
び
営
業
の
停
止 

⑼

　第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
受
理
等 

第
七
条
第
九
号
⑸
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑹

　第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査 
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第
七
条
第
十
号
⑷
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑸

　第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
及
び
営
業
の
停
止 

第
七
条
第
十
三
号
⑻
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑼

　第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
又
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
閉
鎖
若
し
く
は
業
務
用
の

車
両
の
使
用
停
止 

第
七
条
第
二
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二
十
三

　有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十

二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。 

⑴

　第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令 

⑵

　第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令 

⑶

　第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
並
び
に
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去 

第
十
条
第
一
号
中
⑻
を
⑾
と
し
、
⑺
を
⑻
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑼

　第
十
八
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
捕
獲
人
の
指
定 

⑽

　第
十
八
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
及
び
区
域
の
指
定 

第
十
条
第
一
号
中
⑹
を
⑺
と
し
、
⑸
を
⑹
と
し
、
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑷

　第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
一
斉
検
診
及
び
予
防
注
射
の
実
施 

第
十
条
第
二
号
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

(56)

(57)

(55)

　第
三
十
九
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
に
係
る
指
導
及
び
助
言 

(56)
第
十
条
第
三
号
⑽
中
「
第
十
三
条
第
十
号
」
を
「
第
十
三
条
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
⑵

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑶

　第
三
条
第
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
受
理 

第
十
三
条
第
二
号
⑸
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑹

　第
二
十
六
条
で
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
承
認 

⑺

　第
二
十
六
条
で
準
用
す
る
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加 

⑻

　第
二
十
六
条
で
準
用
す
る
第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認 

⑼

　第
二
十
六
条
で
準
用
す
る
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
取
消
し
等
の
処
分
及
び
使

用
の
中
止
命
令 

⑽

　第
二
十
六
条
で
準
用
す
る
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
及
び
措
置
命
令 

第
十
六
条
第
一
項
第
十
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中
「
第

(111)

(122)

(88)

(110)

(99)

(121)

(87)

四
十
四
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

(87)

(98)

中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と

(86)

(86)

(97)

し
、
同
号

中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

を

(85)

(85)

同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、

(96)

(84)

同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と

(84)

(95)

(83)

(94)

(44)

(82)

(55)

(93)

(43)

(44)

し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

　第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
指
定 

(45)

　第
四
十
八
条
の
二
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
と
の
協
議 

(46)

　第
四
十
八
条
の
二
十
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
指
定
の
公
示 

(47)

　第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
占
用
指
針
の
策
定 

(48)

　第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
占
用
指
針
の
公
示 

(49)

　第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
署
長
と
の
協
議 

(50)

　第
四
十
八
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
歩
行
者
利
便
増
進
計
画
の
認
定 

(51)

　第
四
十
八
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
歩
行
者
利
便
増
進
計
画
の
認
定
の
公
示 

(52)

　第
四
十
八
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
歩
行
者
利
便
増
進
計
画
の
変
更
の
認
定 

(53)

　第
四
十
八
条
の
二
十
七
第
三
項
で
準
用
す
る
第
四
十
八
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

(54)
歩
行
者
利
便
増
進
計
画
の
変
更
の
認
定
の
公
示 

第
十
六
条
第
一
項
第
十
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中
「
第

(42)

(43)

(34)

(41)

(35)

(42)

(33)

四
十
七
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同

(33)

(34)

号

中
「
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

(32)

(32)

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中
「
第
四
十
四
条

(33)

(31)

(32)

(26)

(30)

(27)

(31)

(25)

の
二
第
五
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第

(25)

(26)

(24)

四
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

(24)

(25)

中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と

(23)

(23)

(24)

し
、
同
号

中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を

(22)

(22)

同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、
⑿
か
ら
⒇
ま
で
を
⒀
か
ら

ま
で
と
し
、
⑾
の
次
に
次
の
よ
う

(23)

(21)

(22)

(21)

に
加
え
る
。 

⑿

　第
三
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
利
便
増
進
誘
導
区
域
の
指
定
の
公
示 

第
十
六
条
第
一
項
第
四
十
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
⑴
中
「
第
八
条
」
を
「
第

七
条
」
に
改
め
、
同
号
⑵
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⑶
中
「
第

十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⑷
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一

条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
⑸
中
「
第
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
⑹

中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
⑺
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第

十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⑻
中
「
第
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同

号
⑼
中
「
第
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
⑽
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」

を
「
第
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
⑾
中
「
第
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
十
二
条
第
六
項
」
に
改

め
、
同
号
⑿
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⒀
中
「
第
十
四
条
第

二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⒁
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
号
⒂
か
ら
同
号
⒅
ま
で
を
削
り
、
同
号
⒆
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
号
⒆
を
同
号
⒂
と
し
、
同
号
⒇
か
ら
同
号

ま
で
を
削
り
、
同
号

中
「
第
三
十
五

(25)

(26)

条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号
⒃
と
し
、
同
号

中
「
第
三
十
五
条

(26)

(27)

第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号
⒄
と
し
、
同
号

中
「
第
三
十
五
条
第

(27)

(28)

三
項
」
を
「
第
三
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号
⒅
と
し
、
同
号

中
「
第
三
十
六
条
第
一

(28)

(29)

項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号
⒆
と
し
、
同
号

中
「
第
三
十
六
条
第
二

(29)

(30)

項
で
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
三
十
条
第
二
項
」
に

改
め
、
同
号

を
同
号
⒇
と
し
、
同
号

中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
三
項
」

(30)

(31)

を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
三
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

(31)

(21)

中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

及
び

を
削
る
。 

(32)

(32)

(22)

(33)

(34)
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附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
行
政
経
営
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
三
十
三
号 

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
危
機
管
理
総
室

　

 

危
機
管
理
課

　消
防
保
安
課

　災 

第
七
条
第
一
項
の
表
危
機
管
理
部
の
項
中 

 

力
安
全
対
策
課

 害
対
策
課

　原
子

　
　「
危
機
管
理
総
室

　

 

危
機
管
理
課

　消
防
保
安
課

　災
害
対
策
課 

　
　
　
　
　
　
　
　を 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
改
め
、 

　
　
　
　
　
　
　」

　
　原
子
力
安
全
総
室

原
子
力
防
災
課

　原
子
力
安
全
対
策
課

　
　」

 

同
表
生
活
環
境
部
の
項
中
「
男
女
共
生
課
」
を
「
共
生
社
会
・
女
性
活
躍
推
進
課
」
に
改
め
、
同
条
第

七
項
の
表
原
子
力
安
全
対
策
課
の
項
を
削
り
、
同
表
企
画
調
整
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

復
興
・
総
合
計
画
課

土
地
水
対
策
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
危
機
管
理
部
危
機
管
理
総
室
」
を
「
危
機
管
理
部
各
総
室
」

に
改
め
、
同
条
の
表
危
機
管
理
総
室
の
項
中
「
（
原
子
力
安
全
対
策
課
）
」
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二

十
五
号
ま
で
、
「
（
放
射
線
監
視
室
）
」
並
び
に
第
二
十
六
号
及
び
第
二
十
七
号
を
削
り
、
同
表
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。 

原
子
力
安
全
総
室 

（
原
子
力
防
災
課
） 

一

　原
子
力
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

二

　原
子
力
防
災
及
び
放
射
線
に
係
る
知
識
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。 

三

　県
地
域
防
災
計
画
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

四

　環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

五

　環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
デ
ー
タ
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。 

（
原
子
力
安
全
対
策
課
） 

六

　原
子
力
安
全
対
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

七

　原
子
力
発
電
所
施
設
に
係
る
安
全
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

「
（
土
地 

第
十
一
条
の
表
企
画
調
整
総
室
の
項
中
「
十
八

　国
土
利
用
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
」
を 

十
八

　

 

水
対
策
室
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
改
め
、
同
項
第
二
十
三
号
中
「
総
合
的
な
水
管
理
の
推
進
」
を 

国
土
利
用
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
」 

「
水
循
環
の
維
持
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
の
表
生
活
環
境
総
室
の
項
中
「
（
男
女
共
生
課
）
」
を
「
（
共
生
社
会
・
女
性
活
躍
推
進

課
）
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
の
表
保
健
福
祉
総
室
の
項
第
四
号
中
「
、
若
松
乳
児
院
」
を
削
り
、
「
及
び
点
字
図
書
館
」

を
「
、
点
字
図
書
館
及
び
福
島
県
立
乳
児
院
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
の
表
農
業
支
援
総
室
の
項
第
十
号
中
「
担
い
手
の
」
の
下
に
「
確
保
及
び
」
を
加
え
、
同

項
第
十
一
号
中
「
農
業
機
械
化
及
び
」
を
削
り
、
同
項
中
第
四
十
一
号
を
第
四
十
三
号
と
し
、
第
四
十 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
（
農
業
経
済
課
） 

号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
第
三
十
九
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
十
八

　農
業
協
同
組
合
そ
の
他
農 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
（
農
業
経
済
課
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　を 

業
団
体
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
」

　
　四
十

　農
業
協
同
組
合
そ
の
他
農
業
団
体
の
指
導
に
関
す
る 

 

　
　
　
　に
改
め
、
第
三
十
七
号
を
第
三
十
九
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
を
二
号 

こ
と
。
」 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
二
十
二

　農
業
分 

 

　
　
　
　
　
　
　「
（
環
境
保
全
農
業
課
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
十
三

　新
規
就 

ず
つ
繰
り
下
げ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　を 

　
　
　
　
　
　
　
　二
十
二

　資
源
循
環
型
農
業
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。
」

　
　（
環
境
保
全
農
業 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
十
四

　資
源
循 

野
の
労
働
力
に
関
す
る
こ
と
。 

 

農
に
関
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
改
め
る
。 

課
） 

 

環
型
農
業
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。
」 

第
二
十
二
条
の
表
企
画
調
整
部
に
附
置
す
る
避
難
地
域
復
興
局
の
項
中
「
原
子
力
安
全
対
策
担
当
課

長
」
を
「
原
子
力
防
災
担
当
課
長
」
に
改
め
、
同
表
保
健
福
祉
部
に
附
置
す
る
こ
ど
も
未
来
局
の
項
中

「
男
女
共
生
担
当
課
長
」
を
「
共
生
社
会
・
女
性
活
躍
推
進
担
当
課
長
」
に
改
め
、
同
表
総
務
部
に
属

す
る
市
町
村
総
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

危
機
管
理
部
に
属
す
る 

部
次
長
（
原
子 

上
司
の
命
を
受
け
、
原
子
力
安
全
総
室
の
事
務
を 

原
子
力
安
全
総
室

　
　
力
安
全
担
当
）

掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

　
　
　

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表
風
評
・
風
化
戦
略
担
当
理
事
の
項
中
「
第
二
十
二
条
の
七
各
号
」
を

「
第
二
十
二
条
の
八
各
号
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
三
条
を
第
二
十
三
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
医
療
調
整
担
当
課
長
） 

第
二
十
三
条

　第
二
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
保
健
福
祉
部
保
健
福
祉
総
室

に
、
医
療
調
整
担
当
課
長
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
医
療
に
係
る
施
策
の
調
整

に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指
示
さ
れ
た
事
務
を
掌
理
す
る
こ
と
と
す
る
。 

第
二
十
四
条
の
表
危
機
管
理
部
主
幹
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

危
機
管
理
部
原
子
力
安
全
総 

危
機
管
理
部
原
子
力
安
全
総
室
原
子
力
防
災
課
主
幹

　
　
　
　

 

室
総
括
主
幹

　
　
　
　
　
　

別
表
第
一
の
五
の
表
福
島
県
県
北
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
か
ら
福
島
県
相
双
保
健
福
祉
事
務
所
の
項 

ま
で
の
項
分
掌
事
務
の
欄
第
十
号
中
「
要
保
護
女
子
の
保
護
更
生
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性 
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の
支
援
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
中
央
児
童
相
談
所
の
項
か
ら
福
島
県
浜
児
童
相
談
所
の
項
ま
で
の
項 

　
　
　
　
　
　
　「
相
談
判

　
　「
相
談
課 
内
部
組
織
の
欄
中

　
　
　
　
　を

　
　
　
　
　に
改
め
、
同
表
若
松
乳
児
院
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島 

　
　
　
　
　
　
　
　定
課

　」

　
　判
定
課
」 

県
女
性
の
た
め
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
分
掌
事
務
の
欄
第
一
号
中
「
要
保
護
女
子
に
関
す
る
相
談
、

収
用
、
保
護
及
び
更
生
指
導
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
係
る
相
談
及
び
支
援
、
医
学
的
又

は
心
理
学
的
な
援
助
、
情
報
提
供
、
生
活
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中
「
要

保
護
女
子
及
び
そ
の
家
庭
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
判
定
並
び
に
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
指
導
」
を
「
困
難

な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及
び
同
伴
す
る
家
族
の
安
全
の
確
保
及
び
一
時
保
護
」
に
改
め
、
同
欄
第
三
号

中
「
要
保
護
女
子
の
一
時
保
護
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
同
伴
す
る
児
童
に
係
る
学
習
及

び
生
活
の
支
援
」
に
改
め
、
同
欄
第
四
号
中
「
受
け
た
者
」
を
「
受
け
た
被
害
者
」
に
、
「
指
導
、
」

を
「
援
助
、
被
害
者
及
び
そ
の
同
伴
す
る
家
族
の
安
全
の
確
保
及
び
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
の
七
の
表
福
島
県
県
北
農
林
事
務
所
の
項
か
ら
福
島
県
い
わ
き
農
林
事
務
所
の
項
ま
で
の

項
分
掌
事
務
の
欄
農
林
事
務
所
の
項
第
九
号
中
「
農
業
構
造
」
を
「
農
業
経
営
構
造
」
に
改
め
、
同
項

第
三
十
四
号
中
「
改
善
指
導
」
を
「
改
善
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
八
号
中
「
新
規
就
農
促
進
」
を
「
新

規
就
農
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
十
六
号
を
第
八
十
号
と
し
、
第
三
十
九
号
か
ら
第
七
十
五
号
ま
で
を

四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
八
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

三
十
九

　農
業
後
継
者
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。 

四
十

　農
業
担
い
手
の
確
保
及
び
育
成
に
関
す
る
こ
と
。 

四
十
一

　農
作
業
の
安
全
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

四
十
二

　農
業
分
野
の
労
働
力
に
関
す
る
こ
と
。 

別
表
第
一
の
七
の
表
福
島
県
県
北
農
林
事
務
所
の
項
か
ら
福
島
県
い
わ
き
農
林
事
務
所
の
項
ま
で
の

項
分
掌
事
務
の
欄
農
業
普
及
所
の
項
第
三
号
中
「
改
善
指
導
」
を
「
改
善
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中

「
新
規
就
農
促
進
」
を
「
新
規
就
農
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

八

　農
業
後
継
者
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。 

九

　農
業
担
い
手
の
確
保
及
び
育
成
に
関
す
る
こ
と
。 

十

　農
作
業
の
安
全
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一

　農
業
分
野
の
労
働
力
に
関
す
る
こ
と
。 

別
表
第
三
の
一
の
表
福
島
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
の
項
中
「
災
害
対
策
課
」
を
「
消
防

保
安
課
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
土
地
利
用
審
査
会
の
項
中
「
復
興
・
総
合
計
画
課
」
を
「
復
興
・
総

合
計
画
課
土
地
水
対
策
室
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
の
二
の
表
福
島
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
の
項
中
「
男
女
共
生
課
」
を
「
共
生
社
会
・
女

性
活
躍
推
進
課
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
専
門
心
理
判
定
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

専
門
心
理
支
援
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
の
高
度
な
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及
び
同 

伴
す
る
家
族
の
心
理
学
的
な
援
助
の
業
務
を
処
理
し
、
並
び
に
担
任
す
る 

事
務
を
取
り
ま
と
め
、
及
び
整
理
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
四
専
門
生
活
指
導
員
の
項
中
「
専
門
生
活
指
導
員
」
を
「
専
門
生
活
支
援
員
」
に
、
「
老
人

及
び
要
保
護
者
の
生
活
指
導
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及
び
同
伴
す
る
家
族
の
生
活
自
立
に

向
け
た
援
助
」
に
改
め
、
同
表
主
任
心
理
判
定
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

主
任
心
理
支
援
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
の
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及
び
同
伴
す
る

家
族
の
心
理
学
的
な
援
助
の
業
務
を
処
理
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
四
主
任
生
活
指
導
員
の
項
中
「
主
任
生
活
指
導
員
」
を
「
主
任
生
活
支
援
員
」
に
、
「
老
人

及
び
要
保
護
者
の
生
活
指
導
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及
び
同
伴
す
る
家
族
の
生
活
自
立
に

向
け
た
援
助
」
に
改
め
、
同
表
副
主
任
心
理
判
定
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

副
主
任
心
理
支
援

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
な
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及
び
同
伴
す
る

員

　
　
　
　
　
　
家
族
の
心
理
学
的
な
援
助
の
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
四
副
主
任
生
活
指
導
員
の
項
中
「
副
主
任
生
活
指
導
員
」
を
「
副
主
任
生
活
支
援
員
」
に
、

「
老
人
及
び
要
保
護
者
の
生
活
指
導
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及
び
同
伴
す
る
家
族
の
生
活

自
立
に
向
け
た
援
助
」
に
改
め
、
同
表
心
理
判
定
員
の
項
中
「
心
理
的
判
定
」
を
「
心
理
学
的
判
定
」

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

心
理
支
援
員

　
　
上
司
の
命
を
受
け
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及
び
同
伴
す
る
家
族
の

心
理
学
的
な
援
助
の
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
四
生
活
指
導
員
の
項
中
「
生
活
指
導
員
」
を
「
生
活
支
援
員
」
に
、
「
老
人
及
び
要
保
護
者

の
生
活
指
導
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及
び
同
伴
す
る
家
族
の
生
活
自
立
に
向
け
た
援
助
」

に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
行
政
経
営
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

訓

　
　令 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
訓
令
第
五
号 

本

　庁

　機

　関

　

 

出

　先

　機

　関

　

 
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 
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職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改

　正

　後

改

　正

　前

別
表
（
第
三
条
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

別
表
（
第
三
条
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

東
京
電
力 

双
葉
郡
大 
　東
京
電

東
京
電
力 

双
葉
郡
□ 

　東
京
電

株
式
会
社 

熊
町
大
字 
力
株
式
会

株
式
会
社 

葉
町
大
字 

力
株
式
会

福
島
第
一 

下
野
上
字 

社
福
島
第

福
島
第
一 

山
田
岡
字 

社
福
島
第

原
子
力
発 

大
野
一
一 

一
原
子
力

原
子
力
発 

仲
丸
一
番 

一
原
子
力

電
所
及
び 

六
番
五

　

 

発
電
所
及

電
所
及
び 

地
七
七
（
福 

発
電
所
及

同
社
福
島 

び
同
社
福

同
社
福
島 

島
県
□
葉 

び
同
社
福

第
二
原
子 

島
第
二
原

第
二
原
子 

原
子
力
災 

島
第
二
原

力
発
電
所 

子
力
発
電

力
発
電
所 

害
対
策
セ

子
力
発
電

に
係
る
情 

所
に
係
る

に
係
る
情 

ン
タ
ー
） 

所
に
係
る

報
の
収
集 

情
報
の
収

報
の
収
集 

情
報
の
収

に
関
す
る 

集
に
関
す

に
関
す
る 

集
に
関
す

業
務
に
従 

る
こ
と
。 

業
務
に
従 

る
こ
と
。 

事
す
る
職 

事
す
る
職 

員

　
　
　

員

　
　
　

福
島
県
□ 

双
葉
郡
大 

　福
島
県

福
島
県
□ 

双
葉
郡
□ 
　福
島
県

葉
原
子
力 

熊
町
大
字 

□
葉
原
子

葉
原
子
力 

葉
町
大
字 

□
葉
原
子

災
害
対
策 

下
野
上
字 

力
災
害
対

災
害
対
策 

山
田
岡
字 

力
災
害
対

セ
ン
タ
ー 

大
野
一
一 

策
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー 

仲
丸
一
番 

策
セ
ン
タ
ー

の
管
理
に 

六
番
五

　

 

の
管
理
に

の
管
理
に 

地
七
七
（
福 

の
管
理
に

関
す
る
業 

関
す
る
こ

関
す
る
業 

島
県
□
葉 

関
す
る
こ

務
に
従
事 

と
。

　
　

 

務
に
従
事 

原
子
力
災 

と
。

　
　

 

す
る
職
員

す
る
職
員 

害
対
策
セ 

ン
タ
ー
）

（
略
）

　
（
略
）

　
（
略
）

　

（
略
）

　
（
略
）

　
（
略
）

　

へ
き
地
診 

南
会
津
郡 

　へ
き
地

療
所
等
へ 

南
会
津
町 

診
療
所
等

へ
き
地
診 

南
会
津
郡 

　へ
き
地

の
診
療
支 

田
島
字
天 

へ
の
診
療

療
所
等
へ 

南
会
津
町 

診
療
所
等

援
の
業
務 

道
沢
甲
二 

支
援
に
関

の
診
療
支 

田
島
字
天 

へ
の
診
療

に
従
事
す 

五
四
二
番 

す
る
こ
と
。 

援
の
業
務 

道
沢
甲
二 

支
援
に
関

る
職
員

　
地
の
二
（
福

に
従
事
す 

五
四
二
番 

す
る
こ
と
。 

島
県
南
会

る
職
員

　
地
の
二
（
福

津
保
健
福

島
県
南
会

祉
事
務
所
）

津
保
健
福

祉
事
務
所
）

南
会
津
郡

南
会
津
町

（
略
）

　
（
略
）

　
（
略
）

　

永
田
字
風

下
一
四
番

地
一
（
福

島
県
立
南

会
津
病
院
）

（
略
）

　
（
略
）

　
（
略
）

　

附

　則 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
行
政
経
営
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
訓
令
第
六
号 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　本

　庁

　機

　関

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　出

　先

　機

　関

　

 

　福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

　
　令
和
七
年
三
月
二
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

　
　
　福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

　福
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
の
３
の
表
企
画
調
整
総
室
の
部
復
興
・
総
合
計
画
課
の
項
中
「復

興
・
総
合
計
画
課

」
を

「復
興
・
総
合
計
画
課
土
地
水
対
策
室

」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
食
品
生
活
衛
生
課
の
項
中
１
⑼
を
１
⑾
と
し
、
１
⑻
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

　

⑼
　
第

18
条
第
２
項
で
準
用
す
る
第

 
 

 

　
　
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
捕
獲

 
 

 

　
　
人
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

○ 

○ 
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⑽
　
第

18
条
第
２
項
で
準
用
す
る
第

 
 

 

　
　
６
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
期
間

 
 

 

　
　
及
び
区
域
の
指
定　
　
　
　
　
　

 

○ 

○ 
別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
食
品
生
活
衛
生
課
の
項
３
中

を

と
し
、

の
次
に
次

(56)

(57)

(55)

の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

　

(56)

　

第
39条

の
９
の
規
定
に
よ
る
マ

 
 

　
　
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
に
係
る
指
導
及
び

 
 

　
　
助
言　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

○ 

○ 

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
食
品
生
活
衛
生
課
の
項
４
⑽
中
「第

13条
第

10号

」
を 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「 

 

　
　「 

 
 

「第
13条

第
11号

」
に
改
め
、
同
項
５
⑴
及
び
同
項
５
⑵
中 

○ 

　を 

○

　に 

」

」

改
め
、
同
項
７
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

　
⑶　

第
３
条
第
４
号
ロ
の
規
定
に
よ

 
 

 

　
　
る
報
告
書
の
受
理
　
　
　
　
　
　

 

○ 

○ 

別
表
第
二
の
７
の
表
農
業
支
援
総
室
の
部
農
業
担
い
手
課
の
項
４
⑻
中
「第

15条
の
２
第
７
項

」
を 

「第
15条

の
２
第
８
項

」
に
改
め
、
同
項
４
⑽
中
「第

15条
の
４
第
１
項

」
を
「第

16条
第
１
項

」
に 

改
め
、
同
項
４
⑾
中
「第

15条
の
４
第
２
項

」
を
「第

16条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
部
農
業
経
済
課
の 

項
１

中
「同

条
第
３
号

」
を
「同

条
第
１
号

第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で

」
に
改
め
、
同
項
中
１

 

(51)

、

(51)

を
１

と
し
、
１

か
ら
１

ま
で
を
１

か
ら
１

ま
で
と
し
、
１

を
削
り
、
１

を
１

と
し
、 

(52)

(46)

(50)

(47)

(51)

(45)

(44)

(46)

１

か
ら
１

ま
で
を
１

か
ら
１

ま
で
と
し
、
同
項
１

中
「

か
ら

ま
で
」
を
「

か
ら

 

(22)

(43)

(24)

(45)

(21)

(21)

(31)

(24)

(33)

ま
で
」
に
改
め
、
同
項
中
１

を
１

と
し
、
１
⒇
を
１

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

(21)

(23)

(21)

 
 

　

(22)

　

第
54条

の
２
第
１
項
及
び
第
２

 
 

　
　
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
　

 

○ 

別
表
第
二
の
７
の
表
農
業
支
援
総
室
の
部
農
業
経
済
課
の
項
中
１
⒆
を
１
⒇
と
し
、
１
⑸
か
ら
１
⒅

ま
で
を
１
⑹
か
ら
１
⒆
ま
で
と
し
、
同
項
１
⑷
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

　
⑸
　
第

11条
の

17第
４
項
の
規
定
に

 
 

　
　
よ
る
届
出
の
受
理　
　
　
　
　
　

 

○ 

別
表
第
二
の
８
の
表
道
路
総
室
の
部
道
路
計
画
課
の
項
中
１

を
１

と
し
、
１

か
ら
１

ま
で 

(38)

(43)

(16)

(37)

を
１

か
ら
１

ま
で
と
し
、
１
⒂
を
１
⒃
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

(21)

(42)

 
 

 

　
⒄　

第
48条

の
20第

５
項
の
規
定
に

 
 

 

　
　
よ
る
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
指

 
 

　
　
定
の
公
示　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

○ 

○ 

　
⒅　

第
48条

の
23第

６
項
の
規
定
に

 
 

 

　
　
よ
る
公
募
占
用
指
針
の
公
示　
　

 

○ 

○ 

　
⒆　

第
48条

の
25第

３
項
の
規
定
に

 
 

 

　
　
よ
る
警
察
署
長
と
の
協
議　
　
　

 

○ 

○ 

　
⒇　

第
48条

の
26第

２
項

（第
48条

 
 

 

　
　
の

27第
３
項
で
準
用
す
る
場
合
を

 
 

　
　
含
む

）の
規
定
に
よ
る
歩
行
者

 
 

。

　
　
利
便
増
進
計
画
の
認
定
の
公
示
　

 

○ 

○ 

別
表
第
二
の
８
の
表
道
路
総
室
の
部
道
路
計
画
課
の
項
中
１
⒁
を
１
⒂
と
し
、
１
⑺
か
ら
１
⒀
ま
で

を
１
⑻
か
ら
１
⒁
ま
で
と
し
、
１
⑹
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

　
⑺　

第
33条

第
４
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

 

　
　
利
便
増
進
誘
導
区
域
の
指
定
の
公

 
 

　
　
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

○ 

○ 

附

　則 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
行
政
経
営
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
訓
令
第
七
号 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　本

庁

機

関

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　出

先

機

関

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　労
働
委
員
会
事
務
局

　

 

標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓 

令 
標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
中
「
児
童
相
談
所
長
」
を
「
児
童
相
談
所
長

　食
肉
衛
生
検
査
所
長
」
に
、
「
障
が
い
者

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

　若
松
乳
児
院
長
」
を
「
障
が
い
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
、
「
女

性
の
た
め
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長

　衛
生
研
究
所
長
」
を
「
女
性
の
た
め
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

令和 7年 3月25日　火曜日 福 島 県 報 号外第13号 6



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

所
長
」
に
、
「
本
庁
課
長

　主
幹
」
を
「
本
庁
課
長

　医
療
調
整
担
当
課
長

　主
幹
」
に
、
「
精
神
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

　衛
生
研
究
所
長
」
に
、
「
県
北
、
県

中
、
県
南
、
会
津
、
相
双
保
健
所
部
長

　食
肉
衛
生
検
査
所
長
」
を
「
県
北
、
県
中
、
県
南
、
会
津
、

相
双
保
健
所
部
長
」
に
、
「
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所
長

　衛
生
研
究
所
長
」
を
「
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

支
所
長
」
に
、
「
児
童
相
談
所
相
談
室
長
」
を
「
児
童
相
談
所
相
談
室
長

　食
肉
衛
生
検
査
所
次
長
」

に
、
「
障
が
い
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長

　若
松
乳
児
院
次
長
」
を
「
障
が
い
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

次
長
」
に
、
「
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
「
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長

　衛
生
研
究
所

副
所
長
」
に
、
「
保
健
所
副
部
長

　食
肉
衛
生
検
査
所
次
長
」
を
「
保
健
所
副
部
長
」
に
、
「
総
合
療

育
セ
ン
タ
ー
診
療
相
談
部
長

　衛
生
研
究
所
副
所
長
」
を
「
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
診
療
相
談
部
長
」
に
、

「
専
門
心
理
判
定
員
」
を
「
専
門
心
理
判
定
員

　専
門
心
理
支
援
員
」
に
、
「
専
門
生
活
指
導
員
」
を

「
専
門
生
活
支
援
員
」
に
、
「
主
任
心
理
判
定
員

　主
任
相
談
調
査
員
」
を
「
主
任
心
理
判
定
員

　主

任
心
理
支
援
員

　主
任
相
談
調
査
員
」
に
、
「
主
任
児
童
指
導
員

　主
任
生
活
指
導
員
」
を
「
主
任
児

童
指
導
員

　主
任
生
活
支
援
員
」
に
、
「
副
主
任
心
理
判
定
員
」
を
「
副
主
任
心
理
判
定
員

　副
主
任

心
理
支
援
員
」
に
、
「
副
主
任
生
活
指
導
員
」
を
「
副
主
任
生
活
支
援
員
」
に
、
「
相
談
調
査
員

　児

童
指
導
員

　生
活
指
導
員
」
を
「
心
理
支
援
員

　相
談
調
査
員

　児
童
指
導
員

　生
活
支
援
員
」
に
改

め
る
。 

附

　則 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
行
政
経
営
課
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